
平成３０年第１１回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

１ 開催日時  平成３０年９月３日（月） 午前９時 

２ 開催場所  三種町役場２階 第３会議室 

３ 出席委員  嶋田 仁、田村 明、川田 耕司、加賀谷 得子 

４ 欠 席 者  なし 

５ 事 務 局  書記長 石井 靖紀 

書 記 三浦 保、見上 豪紀、畠山 範之 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

（１）議案第４３号 三種町議会議員一般選挙における選挙運動費用収支報

告書の要旨の公表について 

 （２）議案第４４号 選挙人名簿に登録することについて 

 （３）報告第４５号 選挙人名簿から抹消することについて 

 （４）報告第１２号 登録の移し替えをした者について 

 （５）報告第１３号 選挙権を有する者の５０分の１の数について 

 （６）協議第１４号 選挙権を有する者の３分の１の数について 

 

 

午前８時５５分開会 

 

石井書記長  おはようございます。只今から平成３０年第１１回三種町選挙

管理委員会を開会致します。初めに委員長より御挨拶をいただき、

その後進行の方もよろしくお願いします。 

嶋田委員長  おはようございます。今日は定時登録ということでよろしくお

願いします。来春の県議選、その後の参院選がありますので、大

事な定時登録となりますのでよろしくお願いします。 

本日の会議録署名委員の指名ということで、川田委員と田村委

員にお願い致します。 

       それでは、案件に入ります。 

       「議案第４３号三種町議会議員一般選挙における選挙運動費用

収支報告書の要旨の公表について」。事務局より説明お願い致しま

す。 

畠山書記   はい。議案第４３号「三種町長選挙及び三種町議会議員一般選

挙における選挙運動費用収支報告書の要旨の公表について」。 

       公職選挙法第１９２条第１項の規定により、平成３０年５月１



３日執行の三種町議会議員一般選挙における候補者の選挙運動に

関する収支報告書の要旨を別紙のとおり公表する。 

       公表の方法 三種町掲示場に掲示する。 

説明致します。選挙運動費用の収支報告書については、６月２

８日に開催いたしました、第１０回選挙管理委員会時に議決いた

だいているところですが、公職選挙法第１８９条第２項の規定に

より、石井重光さんより２回目の報告書が提出されていますので

上程するものであります。なお、公職選挙法第１８９条第２項の

規定とは、精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支

出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた

日から７日以内に報告書を提出しなければならないというもので

あります。資料の２頁をご覧ください。今回、石井重光さんより

新たに印刷費の支出の報告が提出されております。これは法定ポ

スター、法定葉書の印刷代です。なお、選挙運動費用の支出制限

額は先般ご説明したとおり、議員選挙が１，９６８，１００円と

なっており、石井さんの前回の報告額が６７３，３１９円、今回

報告額が２５３，８００円で総計が９２７，１１９円となります

ので、制限額は超えておりません。 

関係書類であります印刷費の領収書を、回覧いたしますのでご

覧いただき、ご審議いただきたいと思います。以上で説明を終わ

ります。 

(収支報告書の関係書類回覧) 

嶋田委員長  質問等あればお願いします。 

       最初に報告された後の支出となるのですか。 

三浦書記   そうです。報告書には領収書を添付することになっております 

ので、第１回目の報告にはなかったところですので、今回の報告 

となります。 

加賀谷委員  前の報告書には入ってなかったということですよね。 

三浦書記   そうです。 

嶋田委員長  特に問題はないのですよね。 

三浦書記   はい、公職選挙法上、変更があれば再度提出ということになっ 

ておりますので問題はありません。 

嶋田委員長  そうすれば、よろしいでしょうか 

       そうすれば、「議案第４４号選挙人名簿に登録することについ

て」。事務局より説明をお願い致します。 



畠山書記   議案第４４号「選挙人名簿に登録することについて」。 

       公職選挙法第２２条第１項の規定により、別紙の者を平成３０

年９月１日付けで選挙人名簿に登録する。 

       説明致します。 

       本日の選挙人名簿の登録につきましては、６月定時登録後の新

有権者と転入３カ月経過の登録となります。 

       まず、「１」の新有権者登録については、平成１２年６月３日か

ら平成１２年９月２日までの方が対象となります。人数は、男  

１６人、女１６人、計３２人となります。 

       次に、「２」の転入登録については、９月１日基準日での登録は、

平成３０年６月１日以前より引き続き三種町に居住している方が

対象となります。転入日では、平成３０年３月２日から平成３０

年６月１日までに転入した方で、人数は、男３５人、女２６人、

計６１人。 

       よって、新有権者と転入３カ月経過による本日の登録者総数は、

男５１人、女４２人、合計９３人となります。 

       対象者につきまして、別冊の名簿をご覧ください。 

       新有権者登録につきましては、１頁に、転入登録につきまして

は、２頁から３頁に記載しております。 

       議案第４４号の説明は、以上です。 

嶋田委員長  はい。それでは名簿を確認の上、ご意見、ご質問等ございまし

たら、お願いします。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

嶋田委員長  皆さん、何かございませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  無いようでございますが、議案第４４号を原案どおり決定して

よろしいでしょうか。 

      （「意義ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、議案第４４号を原案どおり決定する

ことと致します。 

嶋田委員長  次に、議案第４５号「選挙人名簿から抹消することについて」。

事務局より説明の方お願いします。 

畠山書記   はい。議案第４５号「選挙人名簿から抹消することについて」。 



       公職選挙法第２８条の規定により、別紙の者を平成３０年９月

１日付けで選挙人名簿から抹消する。 

       説明致します。 

       本日の抹消は、平成３０年６月１日から基準日９月１日までの

死亡と転出４カ月経過の抹消となります。 

       まず、「１」の死亡抹消者ですが、死亡の届出が平成３０年６月

１日から８月３１日までとなり、男３１人、女４６人、計７７人

となります。 

       次に、「２」の転出抹消者ですが、今回は、平成３０年４月３０

日以前に三種町から転出した者が４カ月経過の対象で、転出日の

範囲は、平成３０年２月１日から平成３０年４月３０日まで。人

数は、男５９人、女６７人、計１２６人となります。 

       よって、本日の抹消者総数は、男９０人、女１１３人、合計   

２０３人となっております。 

対象につきまして、死亡抹消は別冊名簿の４頁から６頁まで、

転出抹消は７頁から１０頁に記載しております。 

以上で、議案第４５号の説明を終わります。 

嶋田委員長  はい。それでは、名簿を確認いただきながら、ご意見等ござい

ましたらお願いします。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

嶋田委員長  何かございませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、議案第４５号を原案どおり決定してよろしいでしょ

うか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、議案第４５号を原案どおり決定致し

ます。 

       続きまして、報告第１２号「登録の移替えをした者について」。

説明をお願いします。 

畠山書記   はい。報告第１２号「登録の移替えをした者について」。 

       平成３０年９月１日付けの定時登録に係る登録の移替えをした

者は、別紙のとおりである。 

平成３０年６月１日から平成３０年８月３１日までの町内転居



により投票区の移替えをした者 

男１０人 女１３人 合計２３人 

 

       登録の移替えの対象者ですが、別冊名簿の１１頁から１２頁に

記載の２３人となっております。 

       説明は、以上です。 

嶋田委員長  はい。それでは、名簿をご確認いただきまして、ご意見、ご質

問等ございましたらご発言願います。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

   （「特にありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、特に無いようですので、報告第１２号を原案どおり

承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、報告第１２号を原案どおり承認致し

ます。 

       続きまして、報告第１３号と報告第１４号につきましては、関

連性がございますので、一括上程と致します。 

       報告第１３号「選挙権を有する者の５０分の１の数について」、 

報告第１４号「選挙権を有する者の３分の１の数について」、説明 

の方お願い致します。 

畠山書記   はい。報告第１３号「選挙権を有する者の５０分の１の数につ 

いて」。 

       地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数は３０３である。 

       これにつきましては、下に記載の直接請求の必要署名数となっ

ております。この数については９月定時登録の選挙人名簿登録者

数が算出基礎となりますので、６頁の選挙人名簿登録者数をご覧

ください。 

       左から、前回６月定時登録時の登録者数が、合計で１５，２４

０人で、これに対して、今回９月定時登録の抹消者数が２０３人、

登録者数が９３人、差引きしました今回の名簿登録者数が      

１５，１３０人で、６月定時登録時から１１０人の減となってお

ります。この１５，１３０人の５０分の１の数が３０３となりま



す。 

       続きまして、報告第１４号「選挙権を有する者の３分の１の数

について」。 

       地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１

項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数は５，０４４

である。 

       これにつきましても、下に記載の直接請求に関する数で、今回

の選挙人名簿登録者数１５，１３０の３分の１ですので    

５，０４４となります。 

       以上で、報告第１３号と第１４号の説明を終わります。 

嶋田委員長  只今の説明につきまして、ご質問、ご意見等ございましたら、

お願い致します。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  はい。ご質問等無いとのことですが、報告第１３号、第１４号

を原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いとのことですので、報告第１３号、第１４号を原案

どおり承認することと致します。 

 

嶋田委員長  それでは、その他について事務局からお願いします。 

畠山書記   予定しておりました協議案件でありました明るい選挙ポスター 

      について、応募がありませんでしたので、協議案件から削除して

おります。 

   

     (以下、日程を資料に基づき説明。) 

 

嶋田委員長  去年のポスターの応募は何件ありましたか。 

見上書記   去年は山本中学校から５件の応募がありました。先生の異動に

より応募するかしないかということもあるようです。来年は５月

くらいから告知し、応募したいと考えています。 

嶋田委員長  来年に向けて啓発活動していきましょう。 

嶋田委員長  委員の皆さんから、他に何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、これで本日の委員会を終了致します。 



 

午前 ９時４０分閉会 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

  

      委 員 長                   

 

      署名委員                   

 

      署名委員                   


